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〇
経
済
産
業
省
令
第
二
十
三
号

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
器
保
安
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治

容
器
保
安
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
容
器
保
安
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

容
器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
適
用
範
囲
）

（
適
用
範
囲
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
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六
年
法
律
第
二
百
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及

六
年
法
律
第
二
百
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及

び
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
十

び
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
十

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
、
高
圧
ガ

号
）
に
基
づ
い
て
、
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
容

ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器
で
あ
つ
て
地
盤
面
に
対
し

器
で
あ
つ
て
地
盤
面
に
対
し
て
移
動
す
る
こ
と
が
で
き

て
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
国
際
相
互
承
認
に

る
も
の
（
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
（
平

係
る
容
器
保
安
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令

成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
二
号
）
の
適
用
を

第
八
十
二
号
）
の
適
用
を
受
け
る
容
器
を
除
く
。
以
下

受
け
る
容
器
を
除
く
。
以
下
単
に
「
容
器
」
と
い
う
。

単
に
「
容
器
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
保
安
に
つ
い
て

）
に
関
す
る
保
安
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

規
定
す
る
。

（
用
語
の
定
義
）

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語

の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
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よ
る
。

よ
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

一
般
複
合
容
器

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複

十
一

一
般
複
合
容
器

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複

合
容
器
で
あ
つ
て
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

合
容
器
で
あ
つ
て
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
鉄
道

素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運

車
両
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車

送
自
動
車
用
容
器
以
外
の
も
の

用
容
器
以
外
の
も
の

十
一
の
二
～
十
三

（
略
）

十
一
の
二
～
十
三

（
略
）

十
三
の
二

低
充
塡
サ
イ
ク
ル
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

十
三
の
二

低
充
塡
サ
イ
ク
ル
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

装
置
用
容
器

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
一
条
第
二
項
第

の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
一
条
第
二
項
第



- 4 -

二
号
に
掲
げ
る
自
家
用
乗
用
自
動
車
に
固
定
す
る
も

二
号
に
掲
げ
る
自
家
用
乗
用
自
動
車
に
装
置
さ
れ
る

の

も
の

十
三
の
三

（
略
）

十
三
の
三

（
略
）

十
三
の
四

低
充
塡
サ
イ
ク
ル
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車

十
三
の
四

低
充
塡
サ
イ
ク
ル
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

燃
料
装
置
用
容
器

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
一
条

置
用
容
器
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
一
条

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自
家
用
乗
用
自
動
車
に
固

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自
家
用
乗
用
自
動
車
に
装

定
す
る
も
の

置
さ
れ
る
も
の

十
三
の
五

（
略
）

十
三
の
五

（
略
）

十
三
の
六

圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器

（
新
設
）

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
で
あ
つ
て
、
鉄

道
車
両
の
燃
料
装
置
用
と
し
て
圧
縮
水
素
を
充
塡
す

る
た
め
の
容
器
（
容
器
保
護
等
装
置
を
有
す
る
も
の



- 5 -

に
あ
つ
て
は
、
当
該
容
器
保
護
等
装
置
を
含
む
。
）

十
四
・
十
五

（
略
）

十
四
・
十
五

（
略
）

十
六

荷
室
用
容
器

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

十
六

荷
室
用
容
器

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

で
あ
つ
て
、
荷
室
（
石
は
ね
、
雨
水
そ
の
他
腐
食
環

で
あ
つ
て
、
荷
室
（
石
は
ね
、
雨
水
そ
の
他
腐
食
環

境
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
構
造
的
に

境
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
構
造
的
に

措
置
さ
れ
て
い
る
場
所
に
限
る
。
）
の
み
に
固
定
す

措
置
さ
れ
て
い
る
場
所
に
限
る
。
）
の
み
に
装
置
さ

る
も
の

れ
る
も
の

十
七

高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器

高
圧
ガ
ス
を

十
七

高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器

高
圧
ガ
ス
を

運
送
す
る
た
め
の
容
器
で
あ
つ
て
、
タ
ン
ク
自
動
車

運
送
す
る
た
め
の
容
器
で
あ
つ
て
、
タ
ン
ク
自
動
車

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運

輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
第

輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
第

二
十
三
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
被
け

二
十
三
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
被
け
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ん
引
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和

ん
引
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和

二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
第
一
条
第
一
項

二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
第
一
条
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
固
定
す
る

第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
固
定
さ
れ

も
の

た
も
の

十
七
の
二
～
二
十
四

（
略
）

十
七
の
二
～
二
十
四

（
略
）

二
十
五

最
高
充
塡
圧
力

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

二
十
五

最
高
充
塡
圧
力

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

容
器
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

容
器
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
圧
力
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

掲
げ
る
圧
力
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）

）

容
器
の
区
分

圧

力

容
器
の
区
分

圧

力

圧
縮
ガ
ス
を
充
塡
す
る

（
略
）

圧
縮
ガ
ス
を
充
塡
す
る

（
略
）

容
器
（
Ｓ
Ｇ
容
器
、
国

容
器
（
Ｓ
Ｇ
容
器
、
国

際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
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料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

料
装
置
用
容
器
及
び
圧

水
素
二
輪
自
動
車
燃
料

縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

装
置
用
容
器
及
び
圧
縮

料
装
置
用
容
器
を
除

水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装

く
。
）

置
用
容
器
を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車

（
略
）

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車

（
略
）

燃
料
装
置
用
容
器
、
圧

燃
料
装
置
用
容
器
及
び

縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車

料
装
置
用
容
器
及
び
圧

燃
料
装
置
用
容
器

縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料

装
置
用
容
器

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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二
十
五
の
二

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

二
十
五
の
二

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び

器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
に
係
る
公
称

係
る
公
称
使
用
圧
力

温
度
十
五
度
に
お
い
て
容
器

使
用
圧
力

温
度
十
五
度
に
お
い
て
容
器
に
圧
縮
水

に
圧
縮
水
素
を
完
全
に
充
塡
し
て
使
用
す
る
と
き
の

素
を
完
全
に
充
塡
し
て
使
用
す
る
と
き
の
動
作
特
性

動
作
特
性
を
表
す
基
準
と
な
る
圧
力
の
数
値

を
表
す
基
準
と
な
る
圧
力
の
数
値

二
十
六
～
二
十
八

（
略
）

二
十
六
～
二
十
八

（
略
）

二
十
八
の
二

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

二
十
八
の
二

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び

器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
に
係
る
耐
圧

係
る
耐
圧
試
験
圧
力

最
高
充
塡
圧
力
の
五
分
の
六

試
験
圧
力

最
高
充
塡
圧
力
の
五
分
の
六
倍
の
圧
力

倍
の
圧
力
の
数
値

の
数
値

二
十
八
の
三
・
二
十
八
の
四

（
略
）

二
十
八
の
三
・
二
十
八
の
四

（
略
）
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二
十
八
の
五

圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器

（
新
設
）

に
係
る
試
験
の
サ
イ
ク
ル
の
回
数

一
万
千
回

二
十
九
～
三
十
四

（
略
）

二
十
九
～
三
十
四

（
略
）

（
刻
印
等
の
方
式
）

（
刻
印
等
の
方
式
）

第
八
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
刻
印

第
八
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
刻
印

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
容
器
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
容
器
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や

す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
次

す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
刻
印
し
な
け
れ

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
刻
印
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

容
器
製
造
業
者
（
検
査
を
受
け
た
者
が
容
器
製
造

二

容
器
製
造
業
者
（
検
査
を
受
け
た
者
が
容
器
製
造

業
者
と
異
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
容
器
製
造
業
者

業
者
と
異
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
容
器
製
造
業
者
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及
び
検
査
を
受
け
た
者
）
の
名
称
又
は
そ
の
符
号
（

及
び
検
査
を
受
け
た
者
）
の
名
称
又
は
そ
の
符
号
（

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮

素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
鉄

水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、

道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
名
称
に
限

名
称
に
限
る
。
）

る
。
）

三

充
塡
す
べ
き
高
圧
ガ
ス
の
種
類
（
Ｐ
Ｇ
容
器
に
あ

三

充
塡
す
べ
き
高
圧
ガ
ス
の
種
類
（
Ｐ
Ｇ
容
器
に
あ

つ
て
は
Ｐ
Ｇ
、
Ｓ
Ｇ
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｓ
Ｇ
、
Ｆ
Ｃ

つ
て
は
Ｐ
Ｇ
、
Ｓ
Ｇ
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｓ
Ｇ
、
Ｆ
Ｃ

一
類
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｆ
Ｃ
１
、
Ｆ
Ｃ
二
類
容
器
に

一
類
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｆ
Ｃ
１
、
Ｆ
Ｃ
二
類
容
器
に

あ
つ
て
は
Ｆ
Ｃ
２
、
Ｆ
Ｃ
三
類
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｆ

あ
つ
て
は
Ｆ
Ｃ
２
、
Ｆ
Ｃ
三
類
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｆ

Ｃ
３
、
Ｆ
Ｃ
四
類
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｆ
Ｃ
４
、
圧
縮

Ｃ
３
、
Ｆ
Ｃ
四
類
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｆ
Ｃ
４
、
圧
縮

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｃ

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｃ

Ｎ
Ｇ
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際

Ｎ
Ｇ
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
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輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両

輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自

燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容

動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｃ
Ｈ
Ｇ
、
液
化
天
然
ガ
ス

器
に
あ
つ
て
は
Ｃ
Ｈ
Ｇ
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｌ
Ｎ
Ｇ
、
そ

料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
Ｌ
Ｎ
Ｇ
、
そ
の
他
の
容

の
他
の
容
器
に
あ
つ
て
は
高
圧
ガ
ス
の
名
称
、
略
称

器
に
あ
つ
て
は
高
圧
ガ
ス
の
名
称
、
略
称
又
は
分
子

又
は
分
子
式
）

式
）

三
の
二
～
四
の
二
の
五

（
略
）

三
の
二
～
四
の
二
の
五

（
略
）

四
の
二
の
六

圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器

（
新
設
）

に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て
、

圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ
る
旨
の

表
示
（
記
号

Ｒ
Ｗ
）

四
の
三
～
六

（
略
）

四
の
三
～
六

（
略
）

七

液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
自
動

七

液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
自
動
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車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す

車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す

る
も
の
に
限
る
。
）
、
超
低
温
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ

る
も
の
に
限
る
。
）
、
超
低
温
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ

ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置

料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

、
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天

、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧

然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運

縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
を
除
く
容
器
に
あ
つ
て

送
自
動
車
用
容
器
を
除
く
容
器
に
あ
つ
て
は
、
附
属

は
、
附
属
品
（
取
り
は
ず
し
の
で
き
る
も
の
に
限

品
（
取
り
は
ず
し
の
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含

る
。
）
を
含
ま
な
い
容
器
の
質
量
（
記
号

Ｗ
、
単

ま
な
い
容
器
の
質
量
（
記
号

Ｗ
、
単
位

キ
ロ
グ

位

キ
ロ
グ
ラ
ム
）

ラ
ム
）

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

十

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

十

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
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水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用

料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及

用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ

び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
次

て
は
、
次
に
掲
げ
る
容
器
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
掲
げ
る
容
器
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

に
定
め
る
充
塡
可
能
期
限
年
月
日
（
国
際
圧
縮
水
素

充
塡
可
能
期
限
年
月
日
（
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置

車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
充
塡
可
能
期
限

用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器

年
月
）

に
あ
つ
て
は
、
充
塡
可
能
期
限
年
月
）

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

へ

圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器

容
器

（
新
設
）

検
査
に
合
格
し
た
月
の
前
月
か
ら
起
算
し
て
二
十
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年
を
経
過
し
た
月
又
は
二
十
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
容
器
製
造
業
者
が
定
め
た
月

十
一

超
低
温
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

十
一

超
低
温
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
鉄
道

素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス

車
両
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動

料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器

車
用
容
器
以
外
の
容
器
に
あ
つ
て
は
、
耐
圧
試
験
に

以
外
の
容
器
に
あ
つ
て
は
、
耐
圧
試
験
に
お
け
る
圧

お
け
る
圧
力
（
記
号

Ｔ
Ｐ
、
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ

力
（
記
号

Ｔ
Ｐ
、
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
及
び

ル
）
及
び
Ｍ

Ｍ
十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

十
二
の
二

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

十
二
の
二

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
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、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧

及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ

縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、

つ
て
は
、
公
称
使
用
圧
力
（
記
号

Ｎ
Ｗ
Ｐ
、
単
位

公
称
使
用
圧
力
（
記
号

Ｎ
Ｗ
Ｐ
、
単
位

メ
ガ
パ

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
及
び
Ｍ

ス
カ
ル
）
及
び
Ｍ

十
二
の
三

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

十
二
の
三

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧

及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ

縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、

つ
て
は
、
試
験
の
サ
イ
ク
ル
の
回
数

試
験
の
サ
イ
ク
ル
の
回
数

十
三

高
強
度
鋼
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
で
製
造
さ

十
三

高
強
度
鋼
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
で
製
造
さ

れ
た
容
器
（
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
に

れ
た
容
器
（
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
に

お
け
る
ラ
イ
ナ
ー
を
含
み
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車

お
け
る
ラ
イ
ナ
ー
を
含
み
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
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圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天

素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自

然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車

送
自
動
車
用
容
器
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
に

用
容
器
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
材

掲
げ
る
材
料
の
区
分

料
の
区
分

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

十
四
・
十
五

（
略
）

十
四
・
十
五

（
略
）

２

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難

２

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難

な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
は
、
次

な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

一
般
継
目
な
し
容
器
、
溶
接
容
器
、
超
低
温
容
器

一

一
般
継
目
な
し
容
器
、
溶
接
容
器
、
超
低
温
容
器

及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
自

及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
自

動
車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
を
除

動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
を
除
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く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
鏡
部
の
肉
厚
が
二
ミ

く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
鏡
部
の
肉
厚
が
二
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

二
～
四
の
二

（
略
）

二
～
四
の
二

（
略
）

五

金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

五

金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
複
合
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、

置
用
複
合
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、

金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
複

金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
複

合
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、
金
属
ラ

合
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、
金
属
ラ

イ
ナ
ー
製
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

イ
ナ
ー
製
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、
圧
縮
水
素
二
輪

（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、
圧
縮
水
素
二
輪

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限

る
。
）
、
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃

る
。
）
、
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車

料
装
置
用
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、

用
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、
プ
ラ
ス

金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
（

チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
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フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ

置
用
複
合
容
器
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮

イ
ナ
ー
製
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

容
器
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
自
動

ク
ラ
イ
ナ
ー
製
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

車
燃
料
装
置
用
複
合
容
器
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ

容
器
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
運

ー
製
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
プ

送
自
動
車
用
容
器
（
そ
れ
ぞ
れ
次
号
に
掲
げ
る
も
の

ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料

を
除
く
。
）

装
置
用
容
器
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
圧
縮

水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
（
そ
れ
ぞ
れ
次
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）

六

液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
自
動

六

液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
自
動

車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す

車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す

る
も
の
に
限
る
。
）
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料

る
も
の
に
限
る
。
）
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
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、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
液
化
天
然

水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
液
化
天
然

ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ
つ
て
、
自
動
車

ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ
つ
て
、
自
動
車

又
は
二
輪
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
輸
入
さ
れ

又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
輸
入
さ
れ

る
も
の

る
も
の

３

法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
標
章
を
掲

３

法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
標
章
を
掲

示
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
容
器
の

示
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
容
器
の

区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
式
に

区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
式
に

従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三
の
二

（
略
）

一
～
三
の
二

（
略
）

四

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
容
器

票
紙
に
次
に
掲
げ

四

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
容
器

票
紙
に
次
に
掲
げ

る
事
項
を
そ
の
順
序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い

る
事
項
を
そ
の
順
序
で
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い

よ
う
に
表
示
し
た
も
の
を
、
フ
ー
プ
ラ
ッ
プ
層
の
見

よ
う
に
表
示
し
た
も
の
を
、
フ
ー
プ
ラ
ッ
プ
層
の
見
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や
す
い
箇
所
に
巻
き
込
む
方
式
と
す
る
。
た
だ
し
、

や
す
い
箇
所
に
巻
き
込
む
方
式
と
す
る
。
た
だ
し
、

イ
及
び
チ
に
掲
げ
る
事
項
（
最
外
層
に
炭
素
繊
維
又

イ
及
び
チ
に
掲
げ
る
事
項
（
最
外
層
に
炭
素
繊
維
又

は
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
を
用
い
る
容
器
及
び
圧
縮
水
素
鉄

は
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
を
用
い
る
容
器
に
あ
つ
て
は
、
全

道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
全
て
の
事

て
の
事
項
）
を
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
刻
印
し
た
も
の

項
）
を
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
刻
印
し
た
も
の
又
は
適

又
は
適
当
な
材
質
の
票
紙
に
表
示
し
た
も
の
を
容
器

当
な
材
質
の
票
紙
に
表
示
し
た
も
の
を
容
器
の
外
面

の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
取
れ
な
い
よ
う
に
貼
付

の
見
や
す
い
箇
所
に
取
れ
な
い
よ
う
に
貼
付
す
る
こ

す
る
こ
と
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

と
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

第
一
項
第
四
号
の
二
の
二
か
ら
第
四
号
の
二
の

ホ

第
一
項
第
四
号
の
二
の
二
か
ら
第
四
号
の
二
の

六
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

五
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ヘ

（
略
）

ヘ

（
略
）

ト

第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項

ト

第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
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チ
～
ヌ

（
略
）

チ
～
ヌ

（
略
）

五

（
略
）

五

（
略
）

六

前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

六

前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び

器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び

圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

票
紙
に

圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

票
紙
に

第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
四
号
イ
か

第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
四
号
イ
か

ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
明
瞭
に
、

ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
明
瞭
に
、

か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
た
も
の
を
、
取
れ

か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
た
も
の
を
、
取
れ

な
い
よ
う
に
容
器
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
貼
付

な
い
よ
う
に
容
器
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
貼
付

す
る
方
式

す
る
方
式

七

（
略
）

七

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）



- 22 -

（
容
器
に
充
塡
す
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
又
は
圧
力
の
変

（
容
器
に
充
塡
す
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
又
は
圧
力
の
変

更
の
手
続
）

更
の
手
続
）

第
九
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
刻
印
等

第
九
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
刻
印
等

を
す
べ
き
旨
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第

を
す
べ
き
旨
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第

二
の
高
圧
ガ
ス
の
種
類
又
は
圧
力
変
更
申
請
書
に
、
変

二
の
高
圧
ガ
ス
の
種
類
又
は
圧
力
変
更
申
請
書
に
、
変

更
後
に
お
い
て
も
当
該
容
器
が
第
七
条
の
規
格
（
鉄
道

更
後
に
お
い
て
も
当
該
容
器
が
第
七
条
の
規
格
に
適
合

車
両
に
固
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
七
十
二
条
第

す
る
こ
と
を
証
す
る
資
料
を
添
え
て
、
刻
印
等
が
協
会

一
項
の
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
で
定
め
る
規

に
よ
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
協
会
、

格
）
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
資
料
を
添
え
て
、
刻

刻
印
等
が
指
定
容
器
検
査
機
関
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
で

印
等
が
協
会
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
指
定
容
器
検
査
機
関
、
自
主
検

て
は
協
会
、
刻
印
等
が
指
定
容
器
検
査
機
関
に
よ
り
さ

査
刻
印
等
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
容

れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
指
定
容
器
検
査
機

器
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容
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関
、
自
主
検
査
刻
印
等
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

積
が
五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
容
器
（
鉄
道
車
両
に
固
定

あ
つ
て
は
容
器
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督

す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
容
器
の
所
在
地

部
長
（
内
容
積
が
五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
容
器
（
鉄
道

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

車
両
に
固
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
容

「
産
業
保
安
監
督
部
長
等
」
と
い
う
。
）
、
協
会
又
は

器
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
。
以
下
こ
の

指
定
容
器
検
査
機
関
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
産

条
に
お
い
て
「
産
業
保
安
監
督
部
長
等
」
と
い
う
。
）

業
保
安
監
督
部
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
、
そ
の
他
の
場
合
に

あ
つ
て
は
産
業
保
安
監
督
部
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
表
示
の
方
式
）

（
表
示
の
方
式
）

第
十
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を

第
十
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を

し
よ
う
と
す
る
者
（
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
ら
か

し
よ
う
と
す
る
者
（
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
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じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
当
該
容
器
の
製
造
又
は

じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
当
該
容
器
の
製
造
又
は

輸
入
を
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

輸
入
を
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
に
従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
に
応

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
に
応

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
塗
色
を
そ

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
塗
色
を
そ

の
容
器
の
外
面
（
断
熱
材
で
被
覆
し
て
あ
る
容
器
に

の
容
器
の
外
面
（
断
熱
材
で
被
覆
し
て
あ
る
容
器
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
断
熱
材
の
外
面
。
次
号
及
び
第
三

あ
つ
て
は
、
そ
の
断
熱
材
の
外
面
。
次
号
及
び
第
三

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
容
器

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
容
器

の
表
面
積
の
二
分
の
一
以
上
に
つ
い
て
行
う
も
の
と

の
表
面
積
の
二
分
の
一
以
上
に
つ
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
同
表
中
で
規
定
す
る
水
素
ガ
ス
を

す
る
。
た
だ
し
、
同
表
中
で
規
定
す
る
水
素
ガ
ス
を

充
塡
す
る
容
器
の
う
ち
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置

充
塡
す
る
容
器
の
う
ち
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧

及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
並
び
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縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
並
び
に
そ
の
他

に
そ
の
他
の
種
類
の
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
の

の
種
類
の
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
の
う
ち
着
色

う
ち
着
色
加
工
し
て
い
な
い
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
、
ア

加
工
し
て
い
な
い
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ

ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
及
び
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
製
の
容
器

ム
合
金
製
及
び
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
製
の
容
器
、
液
化
石

、
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器
並
び
に

油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器
並
び
に
圧
縮
天
然

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て

ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
こ
の

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

容
器
の
外
面
に
容
器
の
所
有
者
（
当
該
容
器
の
管

三

容
器
の
外
面
に
容
器
の
所
有
者
（
当
該
容
器
の
管

理
業
務
を
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
容
器
の

理
業
務
を
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
容
器
の

所
有
者
又
は
当
該
管
理
業
務
受
託
者
）
の
氏
名
又
は

所
有
者
又
は
当
該
管
理
業
務
受
託
者
）
の
氏
名
又
は

名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
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て
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
明
示
す
る
も
の
と
す

て
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
明
示
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
容
器
に
あ
つ
て
は
こ
の

る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
容
器
に
あ
つ
て
は
こ
の

限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

イ

液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧

イ

液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧

縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料

燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器

装
置
用
容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器

の
う
ち
、
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
固
定
さ
れ

の
う
ち
、
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た

た
も
の
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
八

も
の
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
八
条

条
に
定
め
る
自
動
車
検
査
証
（
以
下
単
に
「
自
動

に
定
め
る
自
動
車
検
査
証
（
以
下
単
に
「
自
動
車

車
検
査
証
」
と
い
う
。
）
、
道
路
運
送
車
両
法
施

検
査
証
」
と
い
う
。
）
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
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行
規
則
第
六
十
三
条
の
二
第
三
項
に
定
め
る
軽
自

規
則
第
六
十
三
条
の
二
第
三
項
に
定
め
る
軽
自
動

動
車
届
出
済
証
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
三
十
三

車
届
出
済
証
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
三
十
三
条

条
に
定
め
る
譲
渡
証
明
書
そ
の
他
適
当
な
書
類
に

に
定
め
る
譲
渡
証
明
書
そ
の
他
適
当
な
書
類
に
記

記
載
さ
れ
た
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
の
所
有
者

載
さ
れ
た
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
の
所
有
者
又

又
は
譲
受
人
と
容
器
の
所
有
者
が
同
一
で
あ
る
も

は
譲
受
人
と
容
器
の
所
有
者
が
同
一
で
あ
る
も
の

の
ロ

液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧

ロ

液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧

縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装

燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料

置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用

装
置
用
容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器

容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器
の
う
ち

の
う
ち
、
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
て
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、
自
動
車
、
二
輪
自
動
車
又
は
鉄
道
車
両
に
固
定

い
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
と

さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
容
器
を
譲
渡
す

が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
、
当
該

る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て

容
器
を
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
自
動
車
に
装
着
す

、
当
該
容
器
を
自
動
車
、
二
輪
自
動
車
若
し
く
は

る
者
又
は
当
該
容
器
の
譲
渡
の
み
を
行
う
者
が
所

鉄
道
車
両
に
固
定
す
る
者
又
は
当
該
容
器
の
譲
渡

有
す
る
も
の

の
み
を
行
う
者
が
所
有
す
る
も
の

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
法
第
四
十
九
条
の

（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
法
第
四
十
九
条
の

四
の
二
の
容
器
の
附
属
品
）

四
の
二
の
容
器
の
附
属
品
）

第
十
三
条

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
法
第

第
十
三
条

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
法
第

四
十
九
条
の
四
の
二
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
附
属

四
十
九
条
の
四
の
二
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
附
属

品
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

品
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

逆
止
弁
（
第
十
九
条
第
六
号
に
掲
げ
る
容
器
に
装

四

逆
止
弁
（
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

装
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

（
附
属
品
検
査
の
申
請
）

（
附
属
品
検
査
の
申
請
）

第
十
四
条

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に

第
十
四
条

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に

よ
り
、
附
属
品
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式

よ
り
、
附
属
品
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式

第
三
の
附
属
品
検
査
申
請
書
を
附
属
品
の
所
在
地
（
附

第
三
の
附
属
品
検
査
申
請
書
を
附
属
品
の
所
在
地
（
附

属
品
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
製
造
す
る
附
属
品
に

属
品
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
製
造
す
る
附
属
品
に

つ
い
て
は
事
業
所
の
所
在
地
、
輸
入
を
し
た
附
属
品
に

つ
い
て
は
事
業
所
の
所
在
地
、
輸
入
を
し
た
附
属
品
に

つ
い
て
は
附
属
品
の
陸
揚
地
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

つ
い
て
は
附
属
品
の
陸
揚
地
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容
積

同
じ
。
）
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容
積
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が
五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
容
器
（
鉄
道
車
両
に
固
定
す

が
五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
容
器
（
鉄
道
車
両
に
固
定
す

る
容
器
を
除
く
。
）
に
装
置
す
る
附
属
品
に
係
る
も
の

る
容
器
を
除
く
。
）
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
係

に
つ
い
て
は
、
附
属
品
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
附
属
品
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

県
知
事
（
当
該
附
属
品
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ
る

都
道
府
県
知
事
（
当
該
附
属
品
が
指
定
都
市
の
区
域
内

場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
附
属
品
に
係
る
事
務
が
令
第
二

に
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
附
属
品
に
係
る
事
務
が

十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ

令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
該
当
し
な
い
場
合

て
は
、
当
該
附
属
品
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指
定
都
市

に
あ
つ
て
は
、
当
該
附
属
品
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
指

の
長
。
第
七
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
、
協
会
又
は

定
都
市
の
長
。
第
七
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
、
協

指
定
容
器
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
附
属
品
検
査
の
刻
印
）

（
附
属
品
検
査
の
刻
印
）

第
十
八
条

法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

第
十
八
条

法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
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、
刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
附
属
品
の
厚
肉
の
部

、
刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
附
属
品
の
厚
肉
の
部

分
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い

分
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い

よ
う
に
次
の
各
号
（
ア
セ
チ
レ
ン
容
器
に
用
い
る
溶
栓

よ
う
に
次
の
各
号
（
ア
セ
チ
レ
ン
容
器
に
用
い
る
溶
栓

式
安
全
弁
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び

式
安
全
弁
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び

第
七
号
）
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
刻
印
し
な
け

第
七
号
）
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
順
序
で
刻
印
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
刻
印
す
る
こ
と
が
適
当
で

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
刻
印
す
る
こ
と
が
適
当
で

な
い
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
他
の
薄
板
に
刻
印
し
た
も

な
い
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
他
の
薄
板
に
刻
印
し
た
も

の
を
取
れ
な
い
よ
う
に
附
属
品
の
見
や
す
い
箇
所
に
溶

の
を
取
れ
な
い
よ
う
に
附
属
品
の
見
や
す
い
箇
所
に
溶

接
を
し
、
は
ん
だ
付
け
を
し
、
又
は
ろ
う
付
け
を
し
た

接
を
し
、
は
ん
だ
付
け
を
し
、
又
は
ろ
う
付
け
を
し
た

も
の
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
の
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

附
属
品
検
査
に
合
格
し
た
年
月
日
（
国
際
圧
縮
水

一

附
属
品
検
査
に
合
格
し
た
年
月
日
（
国
際
圧
縮
水

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自

車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る
べ
き
附
属
品
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装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る
べ
き
附
属
品
に
あ
つ
て

に
あ
つ
て
は
、
年
月
）

は
、
年
月
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

附
属
品
（
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

五

附
属
品
（
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
（
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス

器
（
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス

を
充
塡
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
超
低
温
容
器
、
圧

を
充
塡
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
超
低
温
容
器
、
圧

縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装

燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器

置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧

器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ

縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る
べ
き
附

る
べ
き
附
属
品
以
外
の
附
属
品
に
限
る
。
）
の
質
量

属
品
以
外
の
附
属
品
に
限
る
。
）
の
質
量
（
記
号

（
記
号

Ｗ
、
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
）
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Ｗ
、
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
）

六

（
略
）

六

（
略
）

七

次
に
掲
げ
る
附
属
品
が
装
置
さ
れ
る
べ
き
容
器
の

七

次
に
掲
げ
る
附
属
品
が
装
置
さ
れ
る
べ
き
容
器
の

種
類

種
類

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

へ

圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
（
記
号

（
新
設
）

Ｃ
Ｈ
Ｇ
Ｒ
Ｗ
）

ト

（
略
）

ヘ

（
略
）

チ

圧
縮
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
（
イ
か
ら
ト
ま
で

ト

圧
縮
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
（
イ
か
ら
ヘ
ま
で

を
除
く
。
）
（
記
号

Ｐ
Ｇ
）

を
除
く
。
）
（
記
号

Ｐ
Ｇ
）

リ

液
化
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
（
ヌ
か
ら
ヲ
ま
で

チ

液
化
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
（
リ
か
ら
ル
ま
で

を
除
く
。
）
（
記
号

Ｌ
Ｇ
）

を
除
く
。
）
（
記
号

Ｌ
Ｇ
）

ヌ

液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
（
ル
を
除

リ

液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器
（
ヌ
を
除
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く
。
）
（
記
号

Ｌ
Ｐ
Ｇ
）

く
。
）
（
記
号

Ｌ
Ｐ
Ｇ
）

ル
・
ヲ

（
略
）

ヌ
・
ル

（
略
）

八

液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
す
る
安
全

八

液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
す
る
安
全

弁
に
あ
つ
て
は
、
前
号
ル
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て

弁
に
あ
つ
て
は
、
前
号
ヌ
に
掲
げ
る
事
項
に
続
け
て

、
次
に
掲
げ
る
安
全
弁
の
種
類

、
次
に
掲
げ
る
安
全
弁
の
種
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
再
充
塡
禁
止
容
器
以
外
の
容
器
に
係
る
附
属
品
）

（
再
充
塡
禁
止
容
器
以
外
の
容
器
に
係
る
附
属
品
）

第
十
九
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業

第
十
九
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
容
器
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
容
器
と

省
令
で
定
め
る
容
器
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
容
器
と

し
、
同
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
附
属
品

し
、
同
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
附
属
品
は
、
そ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
附
属
品
と
す
る
。

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
附
属
品
と
す
る
。
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一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

六

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧

水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素

縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

逆
止
弁

鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器

逆
止
弁

（
容
器
の
加
工
の
基
準
）

（
容
器
の
加
工
の
基
準
）

第
二
十
一
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
経
済
産

第
二
十
一
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

複
数
の
容
器
が
連
結
さ
れ
て
い
る
国
際
圧
縮
水
素

六

複
数
の
容
器
が
連
結
さ
れ
て
い
る
国
際
圧
縮
水
素

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
容
器

の
容
器
の
接
続
は
、
互
い
に
分
離
し
な
い
よ
う
に
し
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の
接
続
は
、
互
い
に
分
離
し
な
い
よ
う
に
し
て
接
続

て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
容
器
再
検
査
の
期
間
）

（
容
器
再
検
査
の
期
間
）

第
二
十
四
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産

第
二
十
四
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
容
器
再
検
査
を
受
け
た
こ

業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
容
器
再
検
査
を
受
け
た
こ

と
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ

と
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ

た
月
（
以
下
「
容
器
検
査
合
格
月
」
と
い
う
。
）
の
前

た
月
（
以
下
「
容
器
検
査
合
格
月
」
と
い
う
。
）
の
前

月
の
末
日
（
内
容
積
が
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
、

月
の
末
日
（
内
容
積
が
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
、

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用

料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
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容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は

容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は

刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
月
日
の
前
日
）
、
容
器
再

刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
月
日
の
前
日
）
、
容
器
再

検
査
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
前
回
の

検
査
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
前
回
の

容
器
再
検
査
合
格
時
に
お
け
る
第
三
十
七
条
第
一
項
第

容
器
再
検
査
合
格
時
に
お
け
る
第
三
十
七
条
第
一
項
第

一
号
に
基
づ
く
刻
印
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
に
基
づ

一
号
に
基
づ
く
刻
印
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
に
基
づ

く
標
章
に
お
い
て
示
さ
れ
た
月
（
以
下
「
容
器
再
検
査

く
標
章
に
お
い
て
示
さ
れ
た
月
（
以
下
「
容
器
再
検
査

合
格
月
」
と
い
う
。
）
の
前
月
の
末
日
（
内
容
積
が
四

合
格
月
」
と
い
う
。
）
の
前
月
の
末
日
（
内
容
積
が
四

千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天

、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天

然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送

然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
高
圧
ガ
ス
運
送

自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ

自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ

た
月
日
の
前
日
）
か
ら
起
算
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各

た
月
日
の
前
日
）
か
ら
起
算
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
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号
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

六
の
二

圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
に
つ

（
新
設
）

い
て
は
、
経
過
年
数
三
年
以
下
の
も
の
は
三
年
、
経

過
年
数
三
年
を
超
え
る
も
の
は
二
年

七

（
略
）

七

（
略
）

八

自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を

八

自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を

充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

（
溶
接
容
器
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は

（
溶
接
容
器
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は

、
経
過
年
数
二
十
年
未
満
の
も
の
は
六
年
、
経
過
年

、
経
過
年
数
二
十
年
未
満
の
も
の
は
六
年
、
経
過
年

数
二
十
年
以
上
の
も
の
は
二
年

数
二
十
年
以
上
の
も
の
は
二
年

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
運
送
車
両
法
第

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
運
送
車
両
法
第

六
十
一
条
に
定
め
る
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
が
一

六
十
一
条
に
定
め
る
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
が
一
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年
の
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を

年
の
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を

充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
が

充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
が

最
初
に
受
け
る
容
器
再
検
査
に
つ
い
て
は
、
容
器
検
査

最
初
に
受
け
る
容
器
再
検
査
に
つ
い
て
は
、
容
器
検
査

合
格
月
の
前
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
、
当
該
容
器
が

合
格
月
の
前
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
、
当
該
容
器
が

固
定
さ
れ
て
い
る
自
動
車
が
当
該
起
算
日
か
ら
起
算
し

装
置
さ
れ
て
い
る
自
動
車
が
当
該
起
算
日
か
ら
起
算
し

て
六
年
を
経
過
し
て
最
初
に
受
け
る
道
路
運
送
車
両
法

て
六
年
を
経
過
し
て
最
初
に
受
け
る
道
路
運
送
車
両
法

第
六
十
二
条
の
検
査
ま
で
の
間
を
も
つ
て
法
第
四
十
八

第
六
十
二
条
の
検
査
ま
で
の
間
を
も
つ
て
法
第
四
十
八

条
第
一
項
第
五
号
の
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
第
一
項
第
五
号
の
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項

第
五
号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
圧

第
五
号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
圧

縮
天
然
ガ
ス
、
圧
縮
水
素
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
充
塡

縮
天
然
ガ
ス
、
圧
縮
水
素
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
充
塡

す
る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

す
る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
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車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装

車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

置
用
容
器
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
が
最
初
に
受
け
る
容
器
再
検
査
に
つ
い
て
は
、
自
動

器
が
最
初
に
受
け
る
容
器
再
検
査
に
つ
い
て
は
、
自
動

車
登
録
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
第

車
登
録
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
第

六
条
の
十
六
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登

六
条
の
十
六
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登

録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十

録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十

九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
自
動
車
検

九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
自
動
車
検

査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
す

査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
す

る
日
ま
で
の
間
を
も
つ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五

る
日
ま
で
の
間
を
も
っ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五

号
の
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

号
の
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
附
属
品
再
検
査
の
期
間
）

（
附
属
品
再
検
査
の
期
間
）
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第
二
十
七
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産

第
二
十
七
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

一
の
二

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

一
の
二

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及

圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮

び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置

水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い

さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
附
属
品
が

る
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
附
属
品
が
附
属
品
検

附
属
品
検
査
に
合
格
し
た
月
（
附
属
品
再
検
査
に
合

査
に
合
格
し
た
月
（
附
属
品
再
検
査
に
合
格
し
た
も

格
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
最
近
時
の
同
検
査
に
合

の
に
あ
つ
て
は
、
最
近
時
の
同
検
査
に
合
格
し
た

格
し
た
月
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
附
属
品
検
査

月
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
附
属
品
検
査
等
合
格

等
合
格
月
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
附
属
品
が
装
置

月
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
附
属
品
が
装
置
さ
れ
て

さ
れ
て
い
る
容
器
が
附
属
品
検
査
等
合
格
月
の
前
月

い
る
容
器
が
附
属
品
検
査
等
合
格
月
の
前
月
の
末
日

の
末
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
最
初
に
受
け
る
容
器
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か
ら
二
年
を
経
過
し
て
最
初
に
受
け
る
容
器
再
検
査

再
検
査
ま
で
の
間

ま
で
の
間

二

（
略
）

二

（
略
）

三

自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を

三

自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を

充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
経
過
年

に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
経
過
年

数
七
年
六
月
以
下
の
も
の
は
附
属
品
検
査
等
合
格
日

数
七
年
六
月
以
下
の
も
の
は
附
属
品
検
査
等
合
格
日

か
ら
当
該
附
属
品
が
装
置
さ
れ
て
い
る
容
器
が
附
属

か
ら
当
該
附
属
品
が
装
置
さ
れ
て
い
る
容
器
が
附
属

品
検
査
等
合
格
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
最
初
に
受

品
検
査
等
合
格
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
最
初
に
受

け
る
容
器
再
検
査
の
日
ま
で
の
間
、
経
過
年
数
七
年

け
る
容
器
再
検
査
の
日
ま
で
の
間
、
経
過
年
数
七
年

六
月
を
超
え
る
も
の
は
一
年

六
月
を
超
え
る
も
の
は
一
年

四

（
略
）

四

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
第

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
第
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五
号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
圧
縮

五
号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
圧
縮

天
然
ガ
ス
、
圧
縮
水
素
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
充
塡
す

天
然
ガ
ス
、
圧
縮
水
素
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
充
塡
す

る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置

燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

用
容
器
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
が
最
初
に
受
け
る
附
属
品

に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
が
最
初
に
受
け
る
附
属
品

再
検
査
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則
第
六
条
の
十

再
検
査
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則
第
六
条
の
十

六
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登
録
識
別
情

六
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登
録
識
別
情

報
等
通
知
書
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
第
四

報
等
通
知
書
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
返
納

項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
返
納

証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で

証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で

の
間
を
も
つ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
期
間

の
間
を
も
っ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
期
間
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と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
検
査
設
備
の
基
準
）

（
検
査
設
備
の
基
準
）

第
三
十
三
条

法
第
五
十
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で

第
三
十
三
条

法
第
五
十
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

三

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用

料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器

容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
の
再
検
査

の
再
検
査
を
す
る
容
器
検
査
所
に
あ
つ
て
は
、
次
に
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を
す
る
容
器
検
査
所
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
検

掲
げ
る
検
査
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

査
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

五

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

五

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用

料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及

用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置

び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い

さ
れ
て
い
る
附
属
品
以
外
の
附
属
品
の
再
検
査
を
す

る
附
属
品
以
外
の
附
属
品
の
再
検
査
を
す
る
容
器
検

る
容
器
検
査
所
に
あ
つ
て
は
、
気
密
試
験
及
び
性
能

査
所
に
あ
つ
て
は
、
気
密
試
験
及
び
性
能
試
験
の
た

試
験
の
た
め
の
検
査
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

め
の
検
査
設
備
を
備
え
る
こ
と
。
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六

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

六

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用

料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及

用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置

び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い

さ
れ
て
い
る
附
属
品
の
再
検
査
を
す
る
容
器
検
査
所

る
附
属
品
の
再
検
査
を
す
る
容
器
検
査
所
に
あ
つ
て

に
あ
つ
て
は
、
漏
え
い
試
験
の
た
め
の
検
査
設
備
を

は
、
漏
え
い
試
験
の
た
め
の
検
査
設
備
を
備
え
る
こ

備
え
る
こ
と
。

と
。

七

（
略
）

七

（
略
）

（
容
器
再
検
査
に
合
格
し
た
容
器
の
刻
印
等
）

（
容
器
再
検
査
に
合
格
し
た
容
器
の
刻
印
等
）

第
三
十
七
条

法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
三
十
七
条

法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
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刻
印
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ

刻
印
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
八
条
第
一
項
又
は
第
六
十
二
条
の
刻
印
の
下
又

一

第
八
条
第
一
項
又
は
第
六
十
二
条
の
刻
印
の
下
又

は
右
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
刻
印
す
る
も
の
と
す

は
右
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
刻
印
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用

る
。
た
だ
し
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
次
号

容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
次
号

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料

車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料

装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容

装
置
用
容
器
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

器
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
で

用
容
器
で
あ
つ
て
、
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装

あ
つ
て
、
自
動
車
、
二
輪
自
動
車
又
は
鉄
道
車
両
に

置
さ
れ
た
状
態
で
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

固
定
さ
れ
た
状
態
で
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
場

は
、
次
項
第
五
号
に
規
定
す
る
方
式
に
従
つ
て
行
う

合
は
、
次
項
第
五
号
に
規
定
す
る
方
式
に
従
つ
て
行

標
章
の
掲
示
を
も
つ
て
、
又
は
圧
縮
水
素
運
送
自
動
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う
標
章
の
掲
示
を
も
つ
て
、
又
は
圧
縮
水
素
運
送
自

車
用
容
器
で
あ
つ
て
、
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態

動
車
用
容
器
で
あ
つ
て
、
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状

で
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
次
項
第
六

態
で
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
次
項
第

号
に
規
定
す
る
方
式
に
従
つ
て
行
う
標
章
の
掲
示
を

六
号
に
規
定
す
る
方
式
に
従
つ
て
行
う
標
章
の
掲
示

も
つ
て
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
刻
印
に
代
え
る
こ

を
も
つ
て
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
刻
印
に
代
え
る

と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

二

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
で

二

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
継
目
な
し
容
器
で

あ
つ
て
超
音
波
探
傷
試
験
に
合
格
し
た
も
の
に
あ
つ

あ
つ
て
超
音
波
探
傷
試
験
に
合
格
し
た
も
の
に
あ
つ

て
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
方
式
と
す
る
。

て
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
方
式
と
す
る
。

イ

前
号
の
例
に
よ
り
刻
印
す
る
も
の
と
す
る
。
た

イ

前
号
の
例
に
よ
り
刻
印
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
刻
印
を
す

だ
し
、
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
刻
印
を
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
次
項
第
五
号
に
規
定

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
次
項
第
五
号
に
規
定
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す
る
方
式
に
従
つ
て
行
う
標
章
の
掲
示
を
も
つ
て

す
る
方
式
に
従
つ
て
行
う
標
章
の
掲
示
を
も
つ
て

こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

三

前
回
の
容
器
再
検
査
（
容
器
再
検
査
を
受
け
た
こ

三

前
回
の
容
器
再
検
査
（
容
器
再
検
査
を
受
け
た
こ

と
の
な
い
容
器
に
あ
つ
て
は
、
容
器
検
査
。
以
下
こ

と
の
な
い
容
器
に
あ
つ
て
は
、
容
器
検
査
。
以
下
こ

の
号
及
び
次
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
と
き

の
号
及
び
次
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
と
き

の
質
量
に
変
化
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
容
器
再

の
質
量
に
変
化
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
容
器
再

検
査
の
と
き
の
質
量
を
前
回
の
容
器
再
検
査
の
と
き

検
査
の
と
き
の
質
量
を
前
回
の
容
器
再
検
査
の
と
き

の
質
量
の
刻
印
の
下
又
は
右
に
刻
印
し
、
前
回
の
容

の
質
量
の
刻
印
の
下
又
は
右
に
刻
印
し
、
前
回
の
容

器
再
検
査
の
と
き
の
質
量
の
刻
印
を
二
本
の
平
行
線

器
再
検
査
の
と
き
の
質
量
の
刻
印
を
二
本
の
平
行
線

の
刻
印
で
消
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
ア
セ
チ
レ

の
刻
印
で
消
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
ア
セ
チ
レ

ン
の
容
器
で
あ
つ
て
多
孔
質
物
を
詰
め
て
あ
る
も
の

ン
の
容
器
で
あ
つ
て
多
孔
質
物
を
詰
め
て
あ
る
も
の

、
低
温
容
器
及
び
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
液

、
低
温
容
器
及
び
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
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化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃

化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

法
第
四
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
標
章
を
掲

２

法
第
四
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
標
章
を
掲

示
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
超
低
温
容
器
、
半
導
体
製
造

示
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
超
低
温
容
器
、
半
導
体
製
造

用
継
目
な
し
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

用
継
目
な
し
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置

用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際

用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

料
装
置
用
容
器
、
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合
容
器
（

器
、
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ

フ
ル
ラ
ッ
プ
に
限
る
。
）
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー

容
器
に
限
る
。
）
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般

製
一
般
複
合
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器

複
合
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
以
外
の

以
外
の
容
器
に
あ
つ
て
は
次
の
第
一
号
及
び
第
四
号
に

容
器
に
あ
つ
て
は
次
の
第
一
号
及
び
第
四
号
に
、
超
低

、
超
低
温
容
器
に
あ
つ
て
は
第
一
号
の
二
に
、
半
導
体
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温
容
器
に
あ
つ
て
は
第
一
号
の
二
に
、
半
導
体
製
造
用

製
造
用
継
目
な
し
容
器
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
四

継
目
な
し
容
器
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

号
ま
で
に
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

に
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車

車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装

燃
料
装
置
用
容
器
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
及

置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
第
五
号
に
、
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製

び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て

一
般
複
合
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
に
限
る
。
）
、
プ
ラ
ス

は
第
五
号
に
、
金
属
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合
容
器
（
フ

チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運

ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ

送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
第
六
号
に
そ
れ
ぞ
れ
掲

ー
製
一
般
複
合
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容

げ
る
方
式
に
従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

器
に
あ
つ
て
は
第
六
号
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
る
方
式
に
従

つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）
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３

（
略
）

３

（
略
）

（
附
属
品
再
検
査
に
合
格
し
た
附
属
品
の
刻
印
）

（
附
属
品
再
検
査
に
合
格
し
た
附
属
品
の
刻
印
）

第
三
十
八
条

法
第
四
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ

第
三
十
八
条

法
第
四
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
実
施
者
の
名

り
、
刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
実
施
者
の
名

称
の
符
号
及
び
附
属
品
再
検
査
の
年
月
日
（
国
際
圧
縮

称
の
符
号
及
び
附
属
品
再
検
査
の
年
月
日
（
国
際
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
二
輪
自

車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る
べ
き
附
属
品
に

置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る
べ
き
附
属
品
に
あ
つ
て
は
、

あ
つ
て
は
、
年
月
）
を
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
六
十

年
月
）
を
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
刻
印

八
条
の
刻
印
の
下
又
は
右
に
刻
印
す
る
方
式
に
従
つ
て

の
下
又
は
右
に
刻
印
す
る
方
式
に
従
つ
て
刻
印
を
し
な

刻
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
刻
印
す
る

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
刻
印
す
る
こ
と
が
適
当

こ
と
が
適
当
で
な
い
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
告
示
で
定

で
な
い
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
告
示
で
定
め
る
方
式
を

め
る
方
式
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
型
式
承
認
に
要
す
る
容
器
及
び
書
類
）

（
型
式
承
認
に
要
す
る
容
器
及
び
書
類
）

第
五
十
八
条

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
三
項
（
法
第

第
五
十
八
条

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
三
項
（
法
第

四
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

四
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
次
項
及
び
第
六
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
含
む
。
次
項
及
び
第
六
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
の
数
量
は
、
第
七
条

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
の
数
量
は
、
第
七
条

第
一
項
に
掲
げ
る
容
器
の
規
格
（
鉄
道
車
両
に
固
定
す

第
一
項
に
掲
げ
る
容
器
の
規
格
に
適
合
す
る
た
め
に
必

る
容
器
に
あ
つ
て
は
、
第
七
十
二
条
第
一
項
の
経
済
産

要
な
数
と
す
る
。

業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
で
定
め
る
規
格
）
に
適
合
す

る
た
め
に
必
要
な
数
と
す
る
。

２

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令

２

法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
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で
定
め
る
書
類
の
う
ち
、
容
器
の
型
式
承
認
に
係
る
も

で
定
め
る
書
類
の
う
ち
、
容
器
の
型
式
承
認
に
係
る
も

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
圧
縮
水

二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
圧
縮
水
素
鉄
道
車

素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
第
二

両
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
の
書
類
を

号
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
帳
簿
）

（
帳
簿
）

第
七
十
一
条

（
略
）

第
七
十
一
条

（
略
）

２

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
容
器
製
造
業

２

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
容
器
製
造
業

者
及
び
容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
前
項
に

者
及
び
容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
前
項
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
容
器
又
は
附
属
品
ご

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
容
器
又
は
附
属
品
ご
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と
に
備
え
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
保
存

と
に
備
え
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

六
の
二

圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
に
つ

（
新
設
）

い
て
は
、
経
過
年
数
三
年
以
下
の
も
の
は
前
項
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日

か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
経

過
年
数
三
年
を
超
え
る
も
の
は
同
項
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日
か
ら
起
算

し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

七

（
略
）

七

（
略
）

八

自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を

八

自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を

充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
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に
つ
い
て
は
、
経
過
年
数
二
十
年
未
満
の
も
の
は
前

に
つ
い
て
は
、
経
過
年
数
二
十
年
未
満
の
も
の
は
前

項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
六
年
を
経
過

項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
六
年
を
経
過

す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
、
経
過
年
数
二
十
年
以
上
の
も
の
は
同
項
に
掲
げ

間
、
経
過
年
数
二
十
年
以
上
の
も
の
は
同
項
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日
か

る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日
か

ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

九
～
十
一

（
略
）

九
～
十
一

（
略
）

十
二

自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス

十
二

自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
液
化
石
油
ガ
ス

を
充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

を
充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
経
過

器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
経
過

年
数
七
年
六
月
以
下
の
も
の
は
前
項
に
掲
げ
る
事
項

年
数
七
年
六
月
以
下
の
も
の
は
前
項
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
最
初
に
受
け

を
記
載
し
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
最
初
に
受
け

る
容
器
再
検
査
の
日
ま
で
の
期
間
を
経
過
す
る
日
か

る
容
器
再
検
査
の
日
ま
で
の
期
間
を
経
過
す
る
日
か
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ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
経
過

ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
経
過

年
数
七
年
六
月
を
超
え
る
も
の
は
同
項
に
掲
げ
る
事

年
数
七
年
六
月
を
超
え
る
も
の
は
同
項
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
か
ら
起

項
を
記
載
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
か
ら
起

算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

十
三

（
略
）

十
三

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
容
器
製
造
業
者
及
び

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
容
器
製
造
業
者
及
び

容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
た
者
が
第
一
項
に
掲
げ
る

容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
た
者
が
第
一
項
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
容
器
又
は
附
属
品
ご
と
に
備

事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
容
器
又
は
附
属
品
ご
と
に
備

え
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
は
、
次
の
各
号

え
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
は
、
次
の
各
号

に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

第
二
十
四
条
第
二
項
の
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
状

一

第
二
十
四
条
第
二
項
の
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状

態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自

態
で
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ
つ
て
、
容
器
再
検
査
を

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ
つ
て
、
容
器
再
検
査
を
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受
け
た
こ
と
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
に

受
け
た
こ
と
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
第
二
十
四
条
第
二

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
第
二
十
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し
て

項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し
て

一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

（
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前
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（
定
置
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
定
置
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
（
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ

２

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
（
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ

ポ
レ
ー
タ
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
液
化
天
然
ガ

ポ
レ
ー
タ
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
液
化
天
然
ガ

ス
ス
タ
ン
ド
及
び
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
を
除
く
。
）
で

ス
ス
タ
ン
ド
及
び
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
を
除
く
。
）
で

あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
八
条
第
二
号
の
経
済
産

あ
る
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
八
条
第
二
号
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
こ
れ

げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
こ
れ

と
同
等
の
安
全
性
を
有
す
る
も
の
と
認
め
た
措
置
を
講

と
同
等
の
安
全
性
を
有
す
る
も
の
と
認
め
た
措
置
を
講

じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

高
圧
ガ
ス
の
製
造
は
、
そ
の
充
塡
に
お
い
て
、
次

二

高
圧
ガ
ス
の
製
造
は
、
そ
の
充
塡
に
お
い
て
、
次

に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支
障
の

に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支
障
の
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な
い
状
態
で
行
う
こ
と
。

な
い
状
態
で
行
う
こ
と
。

イ
～
チ

（
略
）

イ
～
チ

（
略
）

リ

容
器
保
安
規
則
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
再

リ

容
器
保
安
規
則
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
再

充
塡
禁
止
容
器
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印
等
（

充
塡
禁
止
容
器
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印
等
（

法
第
四
十
五
条
並
び
に
第
四
十
九
条
の
二
十
五
第

法
第
四
十
五
条
並
び
に
第
四
十
九
条
の
二
十
五
第

一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
四
十
九
条
の
三
十
三
第

一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
四
十
九
条
の
三
十
三
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
で
定

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
で
定

め
る
刻
印
等
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
示
さ
れ

め
る
刻
印
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
ヌ
、
第
十
八
条

た
年
月
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
も
の
に
高
圧
ガ
ス

第
二
号
ヘ
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第

を
充
塡
し
な
い
こ
と
。

五
十
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
示
さ
れ
た

年
月
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
も
の
に
高
圧
ガ
ス
を

充
塡
し
な
い
こ
と
。

ヌ

容
器
保
安
規
則
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る

ヌ

容
器
保
安
規
則
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
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一
般
複
合
容
器
（
以
下
単
に
「
一
般
複
合
容
器
」

一
般
複
合
容
器
（
以
下
単
に
「
一
般
複
合
容
器
」

と
い
う
。
）
、
同
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
圧
縮

と
い
う
。
）
、
同
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
圧
縮

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に

「
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と

「
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と

い
う
。
）
、
同
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
圧
縮
水

い
う
。
）
、
同
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
圧
縮
水

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に
「
圧
縮

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に
「
圧
縮

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
）
、

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
）
、

同
条
第
十
三
号
の
三
に
規
定
す
る
国
際
圧
縮
水
素

同
条
第
十
三
号
の
三
に
規
定
す
る
国
際
圧
縮
水
素

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に
「
国
際
圧

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に
「
国
際
圧

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
）

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
）

、
同
条
第
十
三
号
の
五
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
二

、
同
条
第
十
三
号
の
五
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
二

輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に
「
圧
縮

輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に
「
圧
縮

水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。

水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
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）
、
同
条
第
十
三
号
の
六
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素

）
、
同
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
液
化
天
然
ガ
ス

鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に
「
圧
縮

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に
「
液
化
天

水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
）

然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
）

、
同
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
液
化
天
然
ガ
ス
自

又
は
同
条
第
十
七
号
の
二
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
以
下
単
に
「
液
化
天
然

運
送
自
動
車
用
容
器
（
以
下
単
に
「
圧
縮
水
素
運

ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
と
い
う
。
）
又

送
自
動
車
用
容
器
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
当
該

は
同
条
第
十
七
号
の
二
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
運

容
器
の
刻
印
等
に
示
さ
れ
た
年
月
か
ら
十
五
年
を

送
自
動
車
用
容
器
（
以
下
単
に
「
圧
縮
水
素
運
送

経
過
し
た
も
の
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

自
動
車
用
容
器
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
当
該
容

置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

器
の
刻
印
等
に
示
さ
れ
た
同
令
第
八
条
第
一
項
第

又
は
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は

九
号
に
規
定
す
る
年
月
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
た

、
同
令
第
八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可
能
期
限

も
の
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

年
月
日
（
同
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規

、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
圧
縮

定
に
よ
り
刻
印
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
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水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
同
令
第

刻
印
に
示
さ
れ
た
年
月
日
）
を
経
過
し
た
も
の
、

八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
日
（

国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧

同
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て

刻
印
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
刻
印
に
示

は
、
同
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
を
経
過
し
た
も

さ
れ
た
年
月
日
）
を
経
過
し
た
も
の
、
国
際
圧
縮

の
）
に
は
、
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
し
な
い
こ
と
（
法

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪

第
四
十
八
条
第
五
項
の
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
鉄
道
車

従
つ
て
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
す
る
場
合
に
つ
い
て
は

両
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
充
塡

、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
。

可
能
期
限
年
月
を
経
過
し
た
も
の
）
に
は
、
高
圧

ガ
ス
を
充
塡
し
な
い
こ
と
（
法
第
四
十
八
条
第
五

項
の
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
従
つ
て
高
圧
ガ
ス

を
充
塡
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

ル
・
ヲ

（
略
）

ル
・
ヲ

（
略
）
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三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

八

容
器
置
場
及
び
充
塡
容
器
等
は
、
次
に
掲
げ
る
基

八

容
器
置
場
及
び
充
塡
容
器
等
は
、
次
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
こ
と
。

準
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

充
塡
容
器
等
（
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器

ホ

充
塡
容
器
等
（
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器

を
除
く
。
）
は
、
常
に
温
度
四
十
度
（
容
器
保
安

を
除
く
。
）
は
、
常
に
温
度
四
十
度
（
容
器
保
安

規
則
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
超
低
温
容
器
（

規
則
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
超
低
温
容
器
（
以

以
下
単
に
「
超
低
温
容
器
」
と
い
う
。
）
又
は
同

下
「
超
低
温
容
器
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
四

条
第
四
号
に
規
定
す
る
低
温
容
器
（
以
下
単
に
「

号
に
掲
げ
る
低
温
容
器
（
以
下
「
低
温
容
器
」
と

低
温
容
器
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
容
器
内

い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
容
器
内
の
ガ
ス
の
常
用

の
ガ
ス
の
常
用
の
温
度
の
う
ち
最
高
の
も
の
。
第

の
温
度
の
う
ち
最
高
の
も
の
。
以
下
第
四
十
条
第

四
十
条
第
四
号
ハ
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号

一
項
第
四
号
ハ
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
、

、
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
六
十
条
第
一

第
五
十
条
第
二
号
及
び
第
六
十
条
第
七
号
に
お
い
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項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
に
保
つ
こ

て
同
じ
。
）
以
下
に
保
つ
こ
と
。

と
。

ヘ
～
チ

（
略
）

ヘ
～
チ

（
略
）

（
貯
蔵
の
方
法
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
貯
蔵
の
方
法
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

第
十
八
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

容
器
（
高
圧
ガ
ス
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両

二

容
器
（
高
圧
ガ
ス
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両

又
は
鉄
道
車
両
に
固
定
し
た
燃
料
装
置
用
容
器
を
除

に
固
定
し
た
燃
料
装
置
用
容
器
を
除
く
。
）
に
よ
り

く
。
）
に
よ
り
貯
蔵
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に

貯
蔵
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

適
合
す
る
こ
と
。
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イ
～
ヘ

（
略
）

イ
～
ヘ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

圧
縮
水
素
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
鉄
道
車
両
に

（
新
設
）

固
定
し
た
燃
料
装
置
用
容
器
に
よ
り
貯
蔵
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容

器
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ

た
容
器
保
安
規
則
第
八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可

能
期
限
年
月
を
経
過
し
た
も
の
を
高
圧
ガ
ス
の
貯
蔵

に
使
用
し
な
い
こ
と
（
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
許

可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
含
ま
れ
る
充
塡
可
能
な
期
限

を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。

）
。
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（
容
器
に
よ
り
貯
蔵
す
る
場
合
の
技
術
上
の
基
準
）

（
容
器
に
よ
り
貯
蔵
す
る
場
合
の
技
術
上
の
基
準
）

第
二
十
三
条

容
器
に
よ
り
貯
蔵
す
る
第
一
種
貯
蔵
所
に

第
二
十
三
条

容
器
に
よ
り
貯
蔵
す
る
第
一
種
貯
蔵
所
に

お
け
る
法
第
十
六
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

お
け
る
法
第
十
六
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
第
一
種
製
造
者
の
う
ち
移
動
式
圧
縮
水

る
。
た
だ
し
、
第
一
種
製
造
者
の
う
ち
移
動
式
圧
縮
水

素
ス
タ
ン
ド
に
よ
り
貯
蔵
す
る
場
合
又
は
第
二
種
製
造

素
ス
タ
ン
ド
に
よ
り
貯
蔵
す
る
場
合
又
は
第
二
種
製
造

者
の
う
ち
処
理
能
力
が
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

者
の
う
ち
処
理
能
力
が
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

る
者
が
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
若
し
く
は
移
動
式
圧
縮
水

る
者
が
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
若
し
く
は
移
動
式
圧
縮
水

素
ス
タ
ン
ド
に
よ
り
貯
蔵
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次

素
ス
タ
ン
ド
に
よ
り
貯
蔵
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次

項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
適
用
す
る
。

項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
適
用
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

前
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
容
器
が
圧
縮
水

（
新
設
）

素
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
鉄
道
車
両
に
固
定
し
た
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燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
圧
縮
水
素
鉄
道
車

両
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印
等

に
お
い
て
示
さ
れ
た
容
器
保
安
規
則
第
八
条
第
一
項

第
十
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
を
経
過
し
て
い
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
（
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
許
可

に
付
さ
れ
た
条
件
に
含
ま
れ
る
充
塡
可
能
な
期
限
を

経
過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
そ
の
他
の
場
合
に
お
け
る
移
動
に
係
る
技
術
上
の
基

（
そ
の
他
の
場
合
に
お
け
る
移
動
に
係
る
技
術
上
の
基

準
等
）

準
等
）

第
五
十
条

前
条
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
（
次
項

第
五
十
条

前
条
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
け

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
法
第
二
十
三
条

る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
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第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
保
安
上
必
要
な
措

保
安
上
必
要
な
措
置
及
び
同
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省

置
及
び
同
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術

令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

２

圧
縮
水
素
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
鉄
道
車
両
に
固

（
新
設
）

定
し
た
燃
料
装
置
用
容
器
に
よ
り
圧
縮
水
素
を
移
動
す

る
場
合
に
お
け
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
保
安
上
必
要
な
措
置
は
、
圧
縮
水
素
鉄

道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印

等
に
よ
り
示
さ
れ
た
容
器
保
安
規
則
第
八
条
第
一
項
第

十
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
を
経
過
し
た
も
の
を
高
圧

ガ
ス
の
移
動
に
使
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
（
法
第
四
十

八
条
第
五
項
の
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
含
ま
れ
る
充
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塡
可
能
な
期
限
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合

を
除
く
。
）
。

（
特
定
高
圧
ガ
ス
の
消
費
者
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
特
定
高
圧
ガ
ス
の
消
費
者
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
五
十
五
条

（
略
）

第
五
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
圧
縮
水
素
を
燃
料

（
新
設
）

と
し
て
使
用
す
る
鉄
道
車
両
に
お
い
て
、
専
ら
当
該
鉄

道
車
両
の
燃
料
の
用
に
消
費
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第

二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

術
上
の
基
準
は
、
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容

器
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印
等
に
よ
り
示
さ
れ
た
容

器
保
安
規
則
第
八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可
能
期
限
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年
月
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
し
、
こ

の
場
合
に
お
け
る
法
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
当
該
充
塡
可

能
期
限
年
月
を
経
過
し
た
も
の
を
特
定
高
圧
ガ
ス
の
消

費
に
使
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
（
法
第
四
十
八
条
第
五

項
の
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
含
ま
れ
る
充
塡
可
能
な

期
限
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。

）
。

（
そ
の
他
消
費
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
従
う
べ
き
高

（
そ
の
他
消
費
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
従
う
べ
き
高

圧
ガ
ス
の
指
定
）

圧
ガ
ス
の
指
定
）

第
五
十
九
条

法
第
二
十
四
条
の
五
の
消
費
の
技
術
上
の

第
五
十
九
条

法
第
二
十
四
条
の
五
の
消
費
の
技
術
上
の

基
準
に
従
う
べ
き
高
圧
ガ
ス
は
、
可
燃
性
ガ
ス
（
高
圧

基
準
に
従
う
べ
き
高
圧
ガ
ス
は
、
可
燃
性
ガ
ス
（
高
圧
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ガ
ス
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両
又
は
鉄
道
車
両
に

ガ
ス
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
車
両
に
お
い
て
、
当
該

お
い
て
、
専
ら
当
該
車
両
又
は
鉄
道
車
両
の
燃
料
の
用

車
両
の
燃
料
の
用
の
み
に
消
費
さ
れ
る
高
圧
ガ
ス
を
除

に
消
費
さ
れ
る
高
圧
ガ
ス
を
除
く
。
）
、
毒
性
ガ
ス
、

く
。
）
、
毒
性
ガ
ス
、
酸
素
及
び
空
気
と
す
る
。

酸
素
及
び
空
気
と
す
る
。

（
帳
簿
）

（
帳
簿
）

第
九
十
五
条

（
略
）

第
九
十
五
条

（
略
）

２

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
貯
蔵

２

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
貯
蔵

所
又
は
第
二
種
貯
蔵
所
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
は

所
又
は
第
二
種
貯
蔵
所
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
は

、
貯
蔵
所
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に

、
貯
蔵
所
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に

応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記

応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
同
表
第
一
項
に
掲
げ
る
場
合
に

載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
同
表
第
一
項
に
掲
げ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
記
載
の
日
か
ら
二
年
間
、
同
表
第
二
項
に
掲

あ
つ
て
は
記
載
の
日
か
ら
二
年
間
、
同
表
第
二
項
に
掲
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げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
記
載
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
し

げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
記
載
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
載
す
べ
き
場
合

記
載
す
べ
き
事
項

記
載
す
べ
き
場
合

記
載
す
べ
き
事
項

一

高
圧
ガ
ス
を
容
器

充
塡
容
器
の
記
号
及
び

一

高
圧
ガ
ス
を
容
器

充
塡
容
器
の
記
号
及
び

に
よ
り
授
受
し
た
場

番
号
、
充
塡
容
器
ご
と

に
よ
り
授
受
し
た
場

番
号
、
充
塡
容
器
ご
と

合

の
高
圧
ガ
ス
の
種
類
及

合

の
高
圧
ガ
ス
の
種
類
及

び
充
塡
圧
力
、
授
受
先

び
圧
力
（
液
化
ガ
ス
に

並
び
に
授
受
年
月
日

つ
い
て
は
、
充
塡
質
量

）
、
授
受
先
並
び
に
授

受
年
月
日

二

（
略
）

（
略
）

二

（
略
）

（
略
）

３

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
販
売
業
者
は

３

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
販
売
業
者
は

、
販
売
所
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に

、
販
売
所
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
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応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記

応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
記
載
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し

載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
記
載
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
載
す
べ
き
場
合

記
載
す
べ
き
事
項

記
載
す
べ
き
場
合

記
載
す
べ
き
事
項

一

高
圧
ガ
ス
を
容
器

充
塡
容
器
の
記
号
及
び

一

高
圧
ガ
ス
を
容
器

充
塡
容
器
の
記
号
及
び

に
よ
り
授
受
し
た
場

番
号
、
充
塡
容
器
ご
と

に
よ
り
授
受
し
た
場

番
号
、
充
塡
容
器
ご
と

合

の
高
圧
ガ
ス
の
種
類
及

合

の
高
圧
ガ
ス
の
種
類
及

び
充
塡
圧
力
、
授
受
先

び
充
塡
圧
力
（
液
化
ガ

並
び
に
授
受
年
月
日

ス
に
つ
い
て
は
、
充
塡

質
量
）
、
授
受
先
並
び

に
授
受
年
月
日

二

（
略
）

（
略
）

二

（
略
）

（
略
）
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別
表
第
二
（
第
三
十
五
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
十
五
条
第
二
項
関
係
）

検
査
項
目

完
成
検
査
の
方
法

検
査
項
目

完
成
検
査
の
方
法

１

（
略
）

（
略
）

１

（
略
）

（
略
）

２

容
器
に
よ
り
貯
蔵

２

容
器
に
よ
り
貯
蔵

す
る
第
一
種
貯
蔵
所

す
る
第
一
種
貯
蔵
所

の
基
準

の
基
準

一
～
三

（
略
）

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
略
）

四

第
二
十
三
条
第

四

圧
縮
水
素
鉄
道
車

（
新
設
）

（
新
設
）

一
項
第
四
号
の
圧

両
燃
料
装
置
用
容
器

縮
水
素
鉄
道
車
両

の
刻
印
等
を
目
視
等

燃
料
装
置
用
容
器

に
よ
り
検
査
す
る
。

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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（
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
製
造
施
設
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
製
造
施
設
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

製
造
施
設
（
製
造
設
備
が
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー

２

製
造
施
設
（
製
造
設
備
が
コ
ー
ル
ド
・
エ
バ
ポ
レ
ー

タ
、
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
圧
縮
天
然
ガ
ス

タ
、
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
、
圧
縮
天
然
ガ
ス

ス
タ
ン
ド
、
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
及
び
圧
縮
水
素

ス
タ
ン
ド
、
液
化
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
及
び
圧
縮
水
素
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ス
タ
ン
ド
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
け
る
法
第
八

ス
タ
ン
ド
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
け
る
法
第
八

条
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準

条
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
か
ら

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
か
ら

第
十
一
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
一
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

高
圧
ガ
ス
の
製
造
は
、
そ
の
充
塡
に
お
い
て
、
次

二

高
圧
ガ
ス
の
製
造
は
、
そ
の
充
塡
に
お
い
て
、
次

に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支
障
の

に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
に
よ
り
保
安
上
支
障
の

な
い
状
態
で
行
う
こ
と
。

な
い
状
態
で
行
う
こ
と
。

イ
～
ヌ

（
略
）

イ
～
ヌ

（
略
）

ル

容
器
保
安
規
則
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る

ル

容
器
保
安
規
則
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る

一
般
複
合
容
器
、
同
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
圧

一
般
複
合
容
器
、
同
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
圧

縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
同
条
第

縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
同
条
第

十
三
号
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置

十
三
号
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
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用
容
器
、
同
条
第
十
三
号
の
三
に
規
定
す
る
国
際

用
容
器
、
同
条
第
十
三
号
の
三
に
規
定
す
る
国
際

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
同
条
第
十

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
同
条
第
十

三
号
の
五
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

三
号
の
五
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
、
同
条
第
十
三
号
の
六
に
規
定
す

料
装
置
用
容
器
、
同
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
液

る
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
、
同
条

化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
同
条

第
十
四
号
に
規
定
す
る
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

第
十
七
号
の
二
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
運
送
自
動

料
装
置
用
容
器
又
は
同
条
第
十
七
号
の
二
に
規
定

車
用
容
器
で
あ
つ
て
当
該
容
器
の
刻
印
等
に
お
い

す
る
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
で
あ
つ
て
当

て
示
さ
れ
た
年
月
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
た
も
の

該
容
器
の
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
同
令
第
八

（
容
器
保
安
規
則
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る

条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
年
月
か
ら
十
五
年

圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
同
条

を
経
過
し
た
も
の
（
同
令
第
二
条
第
十
二
号
に
規

第
十
三
号
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装

定
す
る
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

置
用
容
器
又
は
同
条
第
十
七
号
の
二
に
規
定
す
る

、
同
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
自
動
車

圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
同
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燃
料
装
置
用
容
器
又
は
同
条
第
十
七
号
の
二
に
規

令
第
八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月

定
す
る
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
あ
つ
て

日
（
同
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に

は
、
同
令
第
八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可
能
期

よ
り
刻
印
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
刻
印

限
年
月
日
（
同
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の

に
示
さ
れ
た
年
月
日
）
を
経
過
し
た
も
の
、
同
令

規
定
に
よ
り
刻
印
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

第
二
条
第
十
三
号
の
三
に
規
定
す
る
国
際
圧
縮
水

該
刻
印
に
示
さ
れ
た
年
月
日
）
を
経
過
し
た
も
の

素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
同
条
第
十
三
号

、
同
令
第
二
条
第
十
三
号
の
三
に
規
定
す
る
国
際

の
五
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
同
条
第
十

置
用
容
器
に
あ
つ
て
は
、
同
令
第
八
条
第
一
項
第

三
号
の
五
に
規
定
す
る
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃

十
号
の
充
塡
可
能
期
限
年
月
を
経
過
し
た
も
の
）

料
装
置
用
容
器
及
び
同
条
第
十
三
号
の
六
に
規
定

に
は
、
高
圧
ガ
ス
を
充
塡
し
な
い
こ
と
（
法
第
四

す
る
圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ

十
八
条
第
五
項
の
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
含
ま

つ
て
は
、
同
令
第
八
条
第
一
項
第
十
号
の
充
塡
可

れ
る
充
塡
可
能
な
期
限
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

能
期
限
年
月
を
経
過
し
た
も
の
）
に
は
、
高
圧
ガ

で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
。
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ス
を
充
塡
し
な
い
こ
と
（
法
第
四
十
八
条
第
五
項

の
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
含
ま
れ
る
充
塡
可
能

な
期
限
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
を

除
く
。
）
。

ヲ
・
ワ

（
略
）

ヲ
・
ワ

（
略
）

三
～
八

（
略
）

三
～
八

（
略
）

（
帳
簿
）

（
帳
簿
）

第
五
十
条

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

第
五
十
条

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

製
造
者
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

製
造
者
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
同
表
第
一
項
及
び
第

事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
同
表
第
一
項
及
び
第

二
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
記
載
の
日
か
ら
二
年

二
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
記
載
の
日
か
ら
二
年
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間
、
同
表
第
三
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
記
載
の

間
、
同
表
第
三
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
記
載
の

日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
載
す
べ
き
場
合

記
載
す
べ
き
事
項

記
載
す
べ
き
場
合

記
載
す
べ
き
事
項

一

高
圧
ガ
ス
を
容
器

充
塡
容
器
の
記
号
及
び

一

高
圧
ガ
ス
を
容
器

充
塡
容
器
の
記
号
及
び

に
充
塡
し
た
場
合
（

番
号
、
充
塡
容
器
（
特

に
充
塡
し
た
場
合
（

番
号
、
充
塡
容
器
（
特

高
圧
ガ
ス
を
燃
料
と

定
液
化
石
油
ガ
ス
に
係

高
圧
ガ
ス
を
燃
料
と

定
液
化
石
油
ガ
ス
に
係

し
て
使
用
す
る
車
両

る
も
の
を
除
く
。
）
ご

し
て
使
用
す
る
車
両

る
も
の
を
除
く
。
）
ご

に
固
定
し
た
燃
料
装

と
の
高
圧
ガ
ス
の
種
類

に
固
定
し
た
燃
料
装

と
の
高
圧
ガ
ス
の
種
類

置
用
容
器
（
特
定
液

及
び
充
塡
圧
力
（
液
化

置
用
容
器
（
特
定
液

、
充
塡
容
器
ご
と
の
高

化
石
油
ガ
ス
を
燃
料

ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
充

化
石
油
ガ
ス
を
燃
料

圧
ガ
ス
の
充
塡
圧
力
（

と
し
て
使
用
す
る
車

塡
質
量
。
次
項
に
お
い

と
し
て
使
用
す
る
車

液
化
ガ
ス
に
つ
い
て
は

両
に
あ
つ
て
は
、
容

て
同
じ
。
）
並
び
に
充

両
に
あ
っ
て
は
、
容

、
充
塡
質
量
並
び
に
充

器
）
に
高
圧
ガ
ス
を

塡
年
月
日

器
）
に
高
圧
ガ
ス
を

塡
年
月
日
）
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充
塡
し
た
場
合
を
除

充
塡
し
た
場
合
を
除

く
。
）

く
。
）

二

高
圧
ガ
ス
を
容
器

充
塡
容
器
の
記
号
及
び

二

高
圧
ガ
ス
を
容
器

充
塡
容
器
の
記
号
及
び

に
よ
り
授
受
し
た
場

番
号
、
充
塡
容
器
（
特

に
よ
り
授
受
し
た
場

番
号
、
充
塡
容
器
（
特

合

定
液
化
石
油
ガ
ス
に
係

合

定
液
化
石
油
ガ
ス
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
ご

る
も
の
を
除
く
。
）
ご

と
の
高
圧
ガ
ス
の
種
類

と
の
高
圧
ガ
ス
の
種
類

及
び
充
塡
圧
力
、
授
受

及
び
充
塡
圧
力
（
液
化

先
並
び
に
授
受
年
月
日

ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
充

塡
質
量
）
、
授
受
先
並

び
に
授
受
年
月
日

三

（
略
）

（
略
）

三

（
略
）

（
略
）
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（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
指
定
容
器
検
査
機
関
に
係
る
指
定
の
区
分
）

（
指
定
容
器
検
査
機
関
に
係
る
指
定
の
区
分
）

第
三
十
五
条

法
第
五
十
八
条
の
三
十
一
第
一
項
の
経
済

第
三
十
五
条

法
第
五
十
八
条
の
三
十
一
第
一
項
の
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

産
業
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

の
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
九

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）
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二
十

圧
縮
水
素
鉄
道
車
両
燃
料
装
置
用
容
器

（
新
設
）

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


